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の進捗について
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（１）本事業で目指す方向性

○ 国は、第二期基本計画に基づき、権利擁護支援に係る新たな連携・協力による支援体制を構築するため、令和４年度から「持

続可能な権利擁護支援モデル事業」（自治体への補助事業）（以下「モデル事業」という。）を実施。

→新たな権利擁護支援体制のルールづくり

○ 本市では、令和５年度から、国モデル事業のテーマ②「簡易な金銭管理等を通じ、地域生活における意思決定を支援する取

組」に応募し、成年後見制度利用の一歩手前の人や、日常生活自立支援事業などの制度・事業の狭間にある身寄りのない人へ

の支援の課題について、多様な主体がそれぞれの特性を活かして役割分担・連携して対応する、山口市版の持続可能な権利擁

護支援の仕組み構築に取り組んでいる。

３本市が取り組む事業テーマ

国モデル事業テーマ②の実施自治体数
令和４年度：５市２町 令和６年度：７市２町
令和５年度：７市２町



（２）実施体制（山口市権利擁護支援検討ワーキンググループの設置）

○ 本事業を検討する体制として、令和５年度に、山口市成年後見制度利用促進協議会の部会として、山口市権利擁護支援検討ワーキ
ンググループを設置。

○ 山口市権利擁護支援検討ワーキンググループは、権利擁護支援・成年後見制度に関し、学識経験や専門知識を有する者、法律の専
門知識を有する者、権利擁護支援の相談・実務に関わる者等により構成。

○ 山口市権利擁護支援検討ワーキンググループの運営（会議関連業務のほか、先進地事例の調査・研究、関係機関等へのヒアリング
調査を含む）など、本事業の一部を山口市社会福祉協議会に委託。
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1. 身寄りのない人等への支援体制の構築に関すること
2. 市民後見人等の養成を見据えた意思決定支援の普及啓発に関すること
3. その他、持続可能な権利擁護支援の仕組みづくりに関すること



○ 意思決定支援の仕組みづくりに向けて、令和5年6月16日から7月5日にかけて実施した「身寄りのない人」に対する支援の課題に
関するアンケート調査（以下、「アンケート調査」という。）の結果をふまえ、多様な立場から課題や現状の対応等について掘り
下げて検討を行った。

○ 令和７年度は山口市持続可能な権利擁護支援モデル事業として「山口市安心サポート事業」の試行的運用を実施する。

（３）山口市権利擁護支援検討ワーキンググループ会議進捗状況

６

年 度 会議 開催日 内 容

令和５年度 第１回 ５月３０日 持続可能な権利擁護支援モデル事業説明、アンケート調査対象や内容の検討

第２回 ７月２０日 アンケート調査結果報告、アンケート調査結果から 現状の課題

第３回 ９月２６日 アンケート調査結果から 意思決定支援等に係る各種ガイドライン、身元保証 等

第４回 １１月１７日 アンケート調査結果から 日常生活支援サービス（簡易な金銭管理等）、死後事務 等

第５回 １月３１日 モデル事業概要再確認、先進地事例紹介、山口市版モデル事業たたき台の素案をもとに検討

令和６年度 第１回 ５月２９日 日常生活自立支援事業解説（県社協）
成年後見制度見直状況解説（弁護士）、対象者検討

第２回 ７月２４日 視察報告（他市社協独自事業）
生活支援サービス事業者のサービス内容検討

第３回 １０月２日 生活支援サービス事業者のサービス内容検討
モデル事業実施自治体連絡会会議報告

第４回 １１月２７日 （仮称）意思決定応援サポーターの検討、事業名称検討

第５回 １月２９日 事業のスキーム及びフロー、監督・支援団体の検討
事業名称検討

第６回 ３月１２日 要領及びマニュアルの検討 等
意思決定応援サポーター養成講座検討

令和７年度 第１回 ５月２８日 山口市安心サポート事業施行に向けて
構築した仕組みの確認、実証事業の流れの検討

第２回 ７月１６日 山口市安心サポート事業施行開始に向けて
山口市安心サポート事業の試行的運用に関する要領案の説明

第３回 ９月２４日 山口市安心サポート事業の試行的運用について
山口市安心サポート事業の試行的な運用に関する要領

第４回
 

１１月２６日 山口市安心サポート事業の試行的な運用の実施状況について
重要事項説明書について

第５回 １月２８日 山口市安心サポート事業の実施状況について
事業実施マニュアルについて

第６回 ３月１１日 山口市安心サポート事業試行的運用の進捗状況時ついて
山口市安心サポート事業 令和８年度の実施について
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意思決定支援簡易な金銭管理

（４）山口市安心サポート事業の実施イメージ

本人（利用者）

・身寄りがない者で、情報を十分に理解することや
一人では金銭管理が難しい単身世帯の者

・世帯構成員以外に身寄りがない者で、世帯内では情報を
十分に理解することや、金銭管理が難しい老々世帯、
老障世帯の者

※「身寄りがない者」は、親族がいても何らかの事情によ
り支援が受けられない者も含む

契約能力があり、次のいずれかに該当する者

日常的金銭管理サービス事業者

【サービス内容】
・ 簡易な日常的金銭管理
（限度額設定）

・書類等の預かり
（対応可能な場合のみ）

【想定候補者】
・ 介護保険サービス事業者

（社会福祉法人）
・障害福祉サービス事業者

（社会福祉法人）
・山口市社会福祉協議会

意思決定応援サポーター

【役割】
・訪問等により本人を見守り、
本人意思決定の後押しをする。

【想定候補者】
・意思決定応援サポーター

養成講座等を修了した者

必須

選択

利用者
負担額
支払



・山口市安心サポート事業の試行的な運用に関する要領策定

令和７年８月１日から適用

・試行的な運用に係る利用申請

令和７年９月２６日

・試行的な運用に係る意思決定応援サポーター登録認定

令和７年１０月１日

・試行的な運用に係る日常的金銭管理サービス事業者指定

令和７年１０月１日

・試行的な運用に係るサービスの提供開始

令和７年１０月８日

※詳細は別添資料を参照ください
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（４）山口市安心サポート事業の試行的な運用の実施状況
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